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ＮＯ．１ 

 

 

 

今年度、女性検診を受診していない方を対象に、乳がん、子宮頸がんなどの検診を実施します。一人ずつ受

付時間を設け、待ち時間を短縮する完全予約制です。乳がん検診（マンモグラフィ検査）と子宮頸がん検診の

自己負担額は１つの検診につき５００円です。健康管理には定期的な検診が大事ですので、ぜひ、この機会に

受診しましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※12月にも女性検診を予定しています。 

          

 

 

 

 

保健福祉課 健康増進係から 

＜お問い合わせ先＞ 

さつま町役場 保健福祉課 健康増進係 

電話：（0996）24-8933 

窓口：本庁１階 6-①番 

【日程・会場】 

・検診日   ９月９日（土）、 ９月 10日（日） 

・会  場   宮之城保健センター 

【検診内容】 

■乳がん検診（問診・マンモグラフィ検査） 

❍対象：今年度未受診の 40歳以上の女性 

（昭和 59年 4月 1日以前に生まれた女性）  

❍実施：博愛会 相良病院（健診事業部） 

❍料金：40歳代…500円（２方向撮影） 

※昭和 57 年４月２日～昭和 58 年４月１日

生まれ(41 歳)の女性は無料 

50歳以上…500円（1方向撮影） 

 

■乳がん検診 (問診・乳腺超音波検査) 

❍対象：今年度未受診の 20歳以上の女性 

 (平成 16年 4月 1日以前に生まれた女性) 

※40歳以上の方はマンモグラフィ検査の受診

が必須 

❍実施：博愛会 相良病院 (健診事業部) 

❍料金：4,700円（ワンコインがん検診対象外） 

 

■子宮頸がん検診 (問診・視診・子宮頸部の細胞診) 

❍対象：今年度未受診の 20歳以上の女性 

（平成 16年 4月 1日以前に生まれた女性） 

❍実施：ヘルスサポートセンター鹿児島 

❍料金：500円   

※平成 14年 4月 2日～平成 15年 4月 1日生

まれ(21 歳)の女性は無料 

 

■骨粗しょう症検診 (問診・かかとの骨密度測定) 

❍対象：今年度未受診の 40歳以上の女性 

 (昭和 59年 4月 1日以前に生まれた女性) 

❍実施：ヘルスサポートセンター鹿児島 

❍料金：900円 （ワンコインがん検診対象外） 

※令和 6年 4月 1日時点年齢で 40歳・45歳 

50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性は無料 

【申込方法】 

①電話による予約 

検診項目により、次の医療機関へ電話予約し

てください。（平日 9時～17時受付） 

※「さつま町の集団検診の申し込みです」と 

お伝えください。 

〇博愛会 相良病院（健診事業部）  

☎099-224-1821              

〇ヘルスサポートセンター鹿児島 

☎099-267-6292 

②ＱＲコードから予約（24時間受付） 

さつま町女性がん検診予約システム→ 

 

③町ホームページから予約（24時間受付） 

・（http://www.satsuma-net.jp/）へアクセス 

・健康・福祉→健康・医療→検診・健診→各種検診（健診） 

・専用バナーより申込み画面へ 

【申込期限】   ７月 21日（金）まで 

 

乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症検診をまだ受診していない方へ 検 診 

 



                                                                    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町では、令和５年度住宅リフォーム支援事業補助金の２回目の申請受付を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補助金額】 
①一般世帯            最大 20万円  
②子育て世帯（中学生以下）   最大 30万円 
＜補助率等＞ 
・補助率 20％（対象工事費の５分の１） 
・工事費 20万円以上が対象 
・簡易耐震改修を同時施工される場合は、上限
10 万円の加算があります。（※簡易耐震改修
工事の２分の１） 
※事前着工は対象外です 

【対象者】 
①対象住宅の所有者 
②対象住宅に自ら、または親族（二親等以内）が
居住していること。また、その方が対象住宅に
住民登録されていること 

③町税などの滞納がない 

【申込受付日等】 
・受付日   ８月 29日（火） 

         午前９時～正午 

・受付場所 役場本庁 2階 会議室 2-A 
 ・募集件数 15件程度（予算の範囲内） 

【補助金決定】 
補助金の決定は、後日文書で通知します。応募
者多数の場合は、抽選となります。 

<抽選の場合> 
 ・抽選日時 ９月６日（水） 午前 10時から 
 ・抽選場所 本庁 2階 会議室 2-A 

【その他】 
申請には、申請書一式・見積書・図面・施工箇所
の写真などが必要です。詳しくは役場建設課建
築係までお問合せください。 

 
 

 

 

 

 

町では、地震による木造住宅の倒壊などの被害を防ぎ、安全な建築物の整備促進のため、耐震診断と耐震

改修工事費用の一部を助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 木造住宅の耐震診断・改修工事への補助金があります 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 
 さつま町役場 建設課 建築係 

電話：（0996）26-1829 
   窓口：本庁 2階 7番 

補 助 

建設課 建築係から 

【対象者】 

次の①～③を全て満たす方 

 ①木造住宅の居住者または所有者 

 ②居住者と所有者が異なる場合は、どちらも耐震

診断や耐震改修工事に同意している 

 ③町税などの滞納がない 

【対象住宅】 

次の①～④を全て満たす住宅 

 ①専用住宅、長屋または共同住宅（店舗などを

兼ねた住宅は、店舗などに使用する部分の床

面積が延べ床面積の２分の１未満） 

 ②２階建て以下で延べ床面積が 500㎡以下 

 ③昭和 56年 5月 31日以前に着工 

 ④現在、居住用として使用している 

【申請期限】 

11月 30日（木） 

 

【助成額】 
■耐震診断・・・補助件数 2棟（先着順） 
  限度額：6万円（対象経費の 3分の 2） 

■耐震改修工事・・・補助件数 1棟（先着順） 
  限度額：30万円（対象経費の 100分の 23） 

【その他】 
・申請前に耐震診断や耐震改修工事を着手また
は終えている場合は対象外です。 
・耐震改修工事は、耐震診断の結果、耐震改修
が必要とされた建物であることが必要です。 
・補助金の交付回数は、1棟につき 1回です。 
・補助を行う棟数に限りがありますので、必ず事前
にお問い合わせください。                        

 

 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 
さつま町役場 建設課 建築係 
電話：（0996）26-1829 
窓口：本庁 2階 7番 

建設課 建築係から 

住宅リフォーム支援事業補助金 ～第２期申請受付のお知らせ～ 

 

補 助 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狩猟免許試験の実施にあたり、初心者に関係法令、猟具の取り扱い、鳥獣の判別など 

について熟知してもらい、狩猟道徳の向上や事故違反防止を徹底するため、鹿児島県 

猟友会の主催による支部ごとの講習会を実施します。 
 

 

 

 

 

 

農林産物などに被害を及ぼす鳥獣の捕獲（自衛するため）に必要な狩猟免許を取得しませんか？令和５年

度狩猟免許試験が次のとおり実施されます。免許取得を希望する方は、各地区の猟友会長を通じて申請してく

ださい。 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 
■各地区猟友会長 
・宮之城地区 山崎 文久  電話：53-1968 
・鶴田地区   石塚 好光  電話：59-2385 
・薩摩地区   城戸 伸二  電話：58-0506 

 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 
■各地区猟友会長 
・宮之城地区 山崎 文久  電話：53-1968 
・鶴田地区   石塚 好光  電話：59-2385 
・薩摩地区   城戸 伸二  電話：58-0506 

■狩猟免許取得講習会受講料助成について 
〇さつま町役場 農政課 農業政策係  

電話：（0996）24-8942  
窓口：本庁別館１階 

  

【試験の区分】 
①銃猟   第１種銃猟免許・・・装薬銃及び空気銃 

        第２種銃猟免許・・・空気銃 
②わな猟 くくりわな、箱わな、箱おとし及び囲いわ

な 
③網猟  むそう網、はり網、つき網及びなげ網 

 ※年齢要件が、①は 20 歳以上、②・③は 18 歳以上と

なります。 

【日 時】  
８月 27日（日）  午前９時 

【場 所】 
 北薩地域振興局 本庁舎（薩摩川内市） 
【申請期間】 
７月 18日（火）～８月４日（金） 

【申請に必要なもの】 
①狩猟免許申請書 
②医師の診断書（所定様式あり） 
③顔写真（縦３ｃｍ×横２．４ｃｍ）１枚/６か月内 

 

 

 

  

 

④料金（県収入証紙代金他） 
  ❍初心者 ・収入証紙代金   5,200円  

・書類発送       84円切手  
  ❍一部免除者（すでに１種類以上の免許を所持し、異

なる狩猟免許を取得する者） 
・収入証紙代金  3,900円  
・書類発送       84円切手 

※申請書は、各地区猟友会長から受け取るか、鹿児
島県ホームページからダウンロードできます。 

※試験の実施にあたり、初心者への講習会があり

ます。（下段に記載） 

 
 

狩猟免許取得講習会を開催します ～狩猟免許の受験に向けて～ 

 

 

  

案 内 

 

【講習会日程】 

  ８月 20日（日）   

※開始時間と講習会場は、申し込みの際に連絡

します。 

【申請期間】 

  ７月 18日（火）～８月４日（金） 

【講習会内容】 

関係法令、鳥獣の保護管理に関する知識、鳥獣の

判別、猟具の取り扱い、模擬試験など 

【申込み方法】 

「受講申込書」に受講料 10,000 円（テキスト代、弁

当代を含む）を添えて各地区猟友会長へ申し込ん

でください。 

※受講申込書は、各地区猟友会長から受け取ってく

ださい。 

 

 

 

 

  

 

【狩猟免許取得講習受講料の助成】 

町では、鳥獣による農林産物被害の軽減などを

目的として狩猟免許を取得する方に対して、講習

会の受講料を助成しています。 

〇予算の範囲内で１人あたり上限 10,000円 

 

 

 
 

令和５年度狩猟免許試験のご案内 ～狩猟免許を取得して鳥獣被害を減らそう～ 

 

 

 

  

案 内 

農政課 農業政策係から 

農政課 農業政策係から 



                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集種目 資 格 受付期間 試験期日（合：合格発表） 

自衛官候補生 18歳以上 
33歳未満の方 

年間を通じて 
受付 

受付時にお知らせします。 
（合：試験日にお知らせします） 

一般曹候補生 
18歳以上 
33歳未満の方 

7月 1日～ 
9月 5日 

1次：9月 15日～24日 
    （合：10月 5日） 
2次：10月 14日～11月 5日 
     （合：11月 24日） 
※いずれか 1日を指定されます。 

航空学生 

海：18歳以上 23歳未満
の方（高卒者（見込
含）又は高専 3年次
修了者(見込含)） 

空：18歳以上 21歳未満
の方（高卒者（見込
含）又は高専 3年次
修了者(見込含)） 

7月 1日～ 
9月 7日 

1次： 9月 18日 
（合：10月 6日） 
2次：10月 14日～19日 
（合：海…11月 8日） 

空…11月 2日） 
3次： 
（海）11月 17日～12月 13日 
（空）11月 11日～12月 14日 
（合：令和 6年 1月 16日） 

防衛医科大学校 
看護学科学生 

(自衛官候補 
看護学生) 

18歳以上 21歳未満の方 
高卒者（見込含）又は高
専 3年次修了者(見込含) 

7月 1日～ 
10月 4日 

1次：10月 14日 
（合：11月 10日） 
2次：11月 25日・26日 
（合：令和 6年 2月 2日） 

防衛医科大学校 
医学科学生 

18歳以上 21歳未満の方 
高卒者（見込含）又は高
専 3年次修了者(見込含) 

7月 1日～ 
10月 11日 

1次：10月 21日 
（合：11月 30日） 
2次：12月 13日～15日 
（合：令和 6年 1月 30日） 

防衛大学校 
学生 

推薦 

18歳以上 21歳未満の方 
高卒(見込含)又は高専 3
年次修了(見込含)で成績
優秀かつ生徒会活動等
に顕著な実績を修め、学
校長が推薦できる方 

9月 5日～ 

8日 

9月 16日・17日 
（合：10月 27日） 

総合 
選抜 18歳以上 21歳未満の方

(自衛官は 23歳未満) 
高卒者（見込含）又は高
専 3年次修了者(見込含) 

1次： 9月 16日 
（合：10月 10日） 
2次：10月 21日・22日 
（合：11月 17日） 

一般 7月 1日～ 
10月 18日 

1次：10月 28日 
（合：11月 17日） 
2次：11月 28日～12月 2日  
（合：12月 28日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

〇自衛隊鹿児島地方協力本部薩摩川内出張所 

電話：0996-22-2401 

 

〇さつま町役場 総務課 危機管理係 

電話：(0996)24-8913 

 

総務課 危機管理係から 

 令和５年度 自衛官等の募集案内 募 集 
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ＮＯ．２ 

 

 

 

身近な人の悩みに気付き、話を聴き、支援につなげて見守るゲートキーパーの養成講座を開催します。あな
たの周囲で困っている人や心配な人はいませんか？ゲートキーパーは自主活動であり、養成後の活動依頼な
どはありませんので、ぜひ、お気軽にご参加ください。 

 

 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 
さつま町役場 保健福祉課 健康増進係 
電話：（0996）24-8933 
窓口：本庁１階６-①番 

 

【日 時】 

８月 17日（木） 午前 10時～午前 11時 30分 

【場 所】 

宮之城文化センター（ホール） 

【内 容】 

 折れる心の守り方 

 悩みの寄り添い方とセルフケア 

 〇講師：一般社団法人 髙橋聡美研究室 

      代表 髙橋 聡美 氏 

 

【対象者】 

 町民、関係機関の受講希望者（定員 100名） 

【申込方法・期限】 

 ７月 31日（月）までに、電話で申込み先へご連絡

ください。 

 

ゲートキーパー養成講座を開催します  ～身近な人を見守る～ 

 

募 集 

保健福祉課 健康増進係から 

 

 

 

宮之城歴史資料センターでは、夏休みの体験教室として小学生を対象とした「はた織り教室」と「流木オブジ
ェづくり教室」を開催します。親子や友達と一緒に参加してみませんか？ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【期日・場所】 

 ７月 30日（日） 宮之城歴史資料センター 

【内容等】 

❍対象者 小学生（保護者同伴可） 

❍参加費 200円（材料費） 

■はた織り教室  

①時間  午前 10 時から午後３時の間で４回に

分けて開催します。 

     ※申込み時に時間をお知らせします。 

②募集人数 16人（４人×４回） 

③内容  はた織り機で糸を使って作品を制作し

ます。 

※SDGｓについても学習します。古くなって着なく

なったものがあれば、それを織り込みますので

持ってきてください。 

 

 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 
宮之城歴史資料センター 
住所：さつま町虎居５２２８番地  
電話：（0996）52-3340 

 

 

■流木オブジェづくり教室  
①時間  午前 10時から午後３時の間で４回に分

けて開催します。 
     ※申込み時に時間をお知らせします。 
②募集人数 40人（10人×４回） 

③内容  流木を使ってオブジェを制作します。 

【申込方法等】 

❍宮之城歴史資料センターへ電話でお申し込みく

ださい。（※月曜日は休館日） 

❍申込期限  ７月 26日（水） 
※ただし、申し込みは、先着順となりますので、
定員になりしだい受付を終了します。 

社会教育課 文化係から 

「はた織り」と「流木オブジェづくり」 ～夏休み体験教室の参加者募集～ 募 集 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非
課税世帯等）に対し、1世帯あたり３万円を給付します。 

 

 

 

 

 

農業者年金は、農業者がより安定した老後を過ごせるよう国民年金に上乗せする公的年金です。次の３つの

要件を満たす農業者なら、どなたでも加入できます。 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 
 さつま町農業委員会 農地係 
電話：（0996）26-1836 
窓口：本庁別館１階 

【加入要件】        

❍ 20歳以上 60歳未満の方 

   （条件を満たせば、64歳まで加入可能）      

❍ 国民年金第１号被保険者（保険料免除者を除く） 

❍ 年間 60日以上農業に従事する方 

 ※配偶者や後継者など家族農業従事者の方も 

加入できます。 

【特 徴】 

①80歳まで死亡一時金が付いた終身年金  

②少子高齢化時代に強い積立方式の年金 

 

③保険料の全額が社会保険料控除の対象 

④保険料は自由設定、途中変更が可能 

（35歳未満の方は月額 1万円から設定できます） 

⑤認定農業者への保険料の国庫補助あり 

（補助要件あり。月額最高 1万円） 

 
 

 

＜申込み・お問い合せ先＞ 
さつま町役場 保健福祉課 福祉係 
電話：（0996）52-0201 
窓口：本庁 1階 6-③番 

◆受付時間 
平日:午前 8時 30分～午後 5時  

 

■住民税非課税世帯  

【対象世帯】 

令和５年６月１日時点で本町に住民登録があり、か

つ世帯全員の令和５年度の住民税均等割が非課

税である世帯 

【申請方法】  

対象と思われる世帯には、７月 10 日以降に、順

次、支給要件確認書を送付しますので、期限内に

同封の返信用封筒に入れて返送してください。 

【申請期限】   10月 31日(火)まで 

 

 

 町ホームページＱＲコード⇒ 

 （電力・ガス・食料品等価格 

  高騰重点支援地方交付金） 

■家計急変世帯  

【対象世帯】 

令和５年１月以降に予期せず家計が急変し、世

帯全員の収入が住民税非課税相当となった世帯 

※住民税非課税相当となる給与収入の目安は、

単身の場合で年間 93万円以下です。 

【申請方法】  

上記要件に該当すると思われる方は、保健福祉

課福祉係へお問い合わせください。 

【申請期限】   １0月 31日（火）まで 

 

 

「農業者年金」に加入して、安心で豊かな老後を！  案 内 

農業委員会 農地係から 

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金について 給 付 

保健福祉課 福祉係から 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年７月１日から道路交通法の一部改正に伴い、新たに「特定小型原動機付自転車」（いわゆる電動キ
ックボード等）の区分が設けられました。 

 

＜申請・お問い合わせ先＞ 
 さつま町役場 税務課 町民税係 
電話：（0996）24-8922 
窓口：本庁 1階 2番 
    両支所 総務税務係 

【特定小型原動機付自転車とは？】 

・最高速度  20ｋｍ/ｈ以下 

・定格出力  0.6kw以下 

・車体の長さ 1.9ｍ以下 

・車体の幅  0.6ｍ以下 

【交付開始日】   ７月３日（月） 

【交付に必要なもの】 

①特定小型原動機付自転車であることがわかる書類 

  （書類の例）  

・車名、車台番号、型式、長さ、幅、総排気量などが

記載された諸元表・カタログなど 

・車両の長さと幅が分かる写真 

②販売・譲渡証明書 

③軽自動車税（種別割）申告（報告）兼標識交付申請書 

 

【交付するナンバープレートのイメージ】 

                    
 
 
                   プレートの大きさ 

                           縦 10㎝×横 10㎝ 

 

 

 

 

 

 

川内原子力発電所の運転期間延長について､県では５月 26 日に鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専

門委員会から報告された検証結果を踏まえ､原子力規制委員会による判断が行われる前に､原子力規制委員

会及び九州電力に対して厳正な対応を要請することとしており､原子力規制委員会及び九州電力に対する要

請書（案）を作成しました。 

川内原発の運転期間延長は､県民の関心が高いことを踏まえ､要請書（案）について､県民の意見を募集して

います。 

 

 
【募集期限】 

７月 14日（金）まで 

【提出先】 

 鹿児島県総合政策部 地域政策課 

【提出方法】 

 郵送、ファックス、またはメール 

【閲覧場所等】 

役場本庁（町民ホール） 

鶴田支所及び薩摩支所（総務税務係） 

 ※要請書（案）、特別点検の検証結果や意見提出用

紙を用意してあります。 

〇詳しくは、鹿児島県ホームページをご覧ください。 

   URL：http://www.pref.kagoshima.jp/ac06/yousei.html 

 

 
                        
 
                 ←ＱＲコードからもアクセスできます。 
                 ※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの 

                                登録商標です。 

 
 

 

＜提出・お問い合わせ先＞ 
鹿児島県 総合政策部 地域政策課 
〒890-8577鹿児島市鴨池新町 10-1 
電  話：099-286-2425 
ﾌｧｯｸｽ：099-286-5529 
メール：yousei-ikenbosyu@pref.kagoshima.lg.jp 

 

総務課 危機管理係から 

 

 

電動キックボード等のナンバープレートの交付が始まります 

 

案 内 

税務課 町民税係から 

川内原発に関する要請書（案）に対する意見募集について 

 

 

募 集 



 

 

 

町内の小学校・中学校では、学校職員の働き方

改革の一環として、夏季休業中（夏休み期間）に５

日間の「学校閉庁日」を設けます。期間中、学校職

員は不在となりますので、ご理解とご協力をお願い

します。 

【実施期間】 

  ８月 11日（金）～15日（火） 

【実施内容】 

①実施期間中、学校職員は不在のため、各学校

では電話対応や来客対応はできません。 

②部活動は実施しません。また、体育館や校庭等

の学校施設も開放しません。 

③事故や災害などの緊急の場合には、町教育委

員会学校教育課へ連絡してください。また、転

入児童生徒への対応もこの期間は町教育委員

会が行います。 

 

 

 

 

 

串木野海上保安部では、７月 16日から８月 31日

の間、「夏季安全推進活動」を実施します。次の重

点ポイントを守り、遊泳中の海難事故の未然防止に

努めましょう。 

～遊泳中の海難を防止するために～ 

【重点ポイント】 

①監視員がいる遊泳場所で遊泳しよう 

②複数人で遊泳しよう 

③波が高い・風が強いときは海には入らない 

④連絡手段を確保しよう（海のもしもは 118番） 

   

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある方の就職や生活、企業の障がい者雇用について、ほくさつ障害者就業・生活支援センターの職

員が直接相談に応じます。 

 「就職活動はどうしたらいいの？」「障がいを理解してもらえない」など、日々の悩みや困りごとがありましたら、

ぜひ、この機会に出張相談会をご利用ください。 

 

 

海の事故に気を付けよう 

 

企画政策課 広報文書係から 

 

 
夏季休業中（夏休み期間）の 

学校閉庁日について 

を実施します！ 

 

＜お問い合わせ先・閉庁日連絡先＞ 
さつま町教育委員会 
 学校教育課 教育指導係 

    電話：（0996）26-1838 
    窓口：本庁３階 17番 

学校教育課 教育指導係から 

 

＜お問い合わせ先＞ 
 串木野海上保安部 交通課 

電話：0996-32-2362 

＜お問い合わせ先＞ 
 ほくさつ障害者就業・生活支援センター 

電話：0996-29-5022 
担当：日高、堀内 

 

【日 時】 

７月 25日（火） 午前 10時～午後２時 

【場 所】 

役場本庁 1階 相談室 B 

（保健福祉課福祉係（6‐③）の前） 

【対象者】 

障がいのある方、企業の障がい者雇用担当者 

【その他】 

・予約は不要ですが、希望する時間のある方は予

約をお願いします 

・参加費は無料です。 

 

 

※障害者就業生活支援センターとは、障がいのあ

る方の就職や生活の相談、企業の障がい者雇

用相談などに応じる総合窓口です。 

 

注 

意 

案 

内 

 

ほくさつ障害者就業・生活支援センターによる出張相談会を開催 

 

相 談 

保健福祉課 福祉係から 



                         

                            令和５年７月６日：第６版 

                           【お知らせ版③】 

                              発行：さつま町役場 企画政策課 広報文書係 

   ― ひと・まち・自然 みんなで紡ぐ さつま町 ―    電話：0996-53-1111（内線 2222） 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナ禍において影響を受けた地域経済を消費喚起で後押しするため、町内の対象店舗などで使用できるプ

レミアム付き商品券の販売を行います。また、今回はキャッシュレス決済の Pay どんを活用した電子商品券の販

売も実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

ＮＯ．３ 

【プレミアム率（割増率）】 

20％（1万円で 2,000円分を割増） 

【販売額】  

❍紙商品券 

１セット 12,000円分を 10,000円で販売 

(１人あたり 5セットまで購入可) 

❍電子商品券 

6,000円分を 5,000円で販売 

(１人あたり 2回まで購入可) 

【販売開始日】 

❍紙商品券    ７月 23日(日) 

・販売開始時間は、購入予約者に別途連絡 

   ・23日販売分のみ 7月 10日(月)より販売予約

を受け付けます。 

❍電子商品券  ７月 24日(月) 午前９時 

【購入できる方】  

・紙商品券……購入時点で成人(満 18歳以上) 

・電子商品券…Payどんを利用されている方 

【購入方法】 

＜紙商品券＞  

①７月 23 日（日）に宮之城ひまわり館で紙商品

券を購入希望の方は、申込用紙を７月 10 日

(月)～７月 20 日(木)の期間に町商工会へ提

出し、予約してください。 

※当日は予約分のみ販売します。 

②７月 24 日以降は、町商工会で申込用紙を提

出して購入してください。 
＜申込み・お問い合わせ先＞ 

さつま町商工会 宮之城本所 

電話：（0996）53-1141 

 

＜電子商品券＞ 

７月 24 日(月)から「Pay どん」アプリ上で購入でき

ます。（※書類提出などは必要ありません。） 

【販売場所】 ※紙商品券 

・７月 23日(日) ・・宮之城ひまわり館（予約分のみ） 

・７月 24日（月）以降・・さつま町商工会（本所・支所） 

   ※商工会での販売は、平日の時間内のみです。 

【利用期間】 
令和５年７月 23日(日)～12月 31日(日) 

  ※ただし、電子商品券は８月１日(火)から利用可能

となりますのでご注意下さい。 

【その他】 

①紙の商品券は１セットのうち、7,000 円分を「地元

店用」、5,000 円分が大型店を含む「全店共通」

で利用できる商品券としています。 

②商品券取扱店舗を受付中です。受付方法は町

商工会ホームページをご覧ください。 

③「購入申込書」は、町商工会(各本支所)または、

町役場商工観光ＰＲ課で取得できます。 

※町商工会ホームページからもダウンロードできます。 

④７月 23 日(日)、宮之城ひまわり館での発売分以

外の予約受付は行っていません。 
 

商工観光ＰＲ課 商工振興係から 

「さつま町プレミアム付き商品券」を販売します！ ～プレミアム率 20％～ 

 

 

案 内 



                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さつま町陸上競技協会では、陸上競技の普及や運動に親しむ心を育てることを目的に記録会を実施します。

夕方の涼しい中で、走る力を試してみませんか！ 多くの皆さんの参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県北薩地域振興局では、北薩地域の飲食店と観光施設などの利用促進を図ることを目的として、スマートフ
ォンを活用したスタンプラリーを行います。集めたポイントの数に応じて応募ができ、抽選ですてきな商品が当た
ります。詳しくは、北薩地域振興局ホームページをご覧ください。 
 

 
【開催期間】 
７月 22日（土）～10月 30日(月) 

【ポイント】 
❍飲食店・・・・・・飲食の利用 500円につき１ﾎﾟｲﾝﾄ 

 ❍観光施設等・・販売施設がある場合、利用金額
500円につき１ポイント 

❍その他の施設は１箇所につき１ポイント（1回のみ） 

【景品の例】 
人気ゲーム機、観光列車｢おれんじ食堂｣豪華ラン
チ、特産品など 

 

 

北薩地域振興局 

ホームページＱＲコード ⇒ 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 
〇さつま町陸上競技協会 
理事長 高橋（携帯 080-1704-8097） 

〇さつま町教育委員会 社会教育課 
  スポーツ振興係 （0996）26-1843 

 

＜お問い合わせ先＞ 
鹿児島県 北薩地域振興局 
 総務企画課 電話：0996-25-5107 

 

【日 時】  ８月 19日（土）  

・受付開始 午後３時 

・招集開始 午後４時 30分 

・競技開始 午後５時  

【場 所】  宮之城運動公園（200ｍトラック）  

【実施種目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込方法】 

①出場種目は、１人２種目までとします。 

②申込書・申込期限  

申込先に準備してある申込用紙に記入のうえ、

８月７日（月）までに申し込んでください（必着）。 

 

              

 

 

③申込先 

・永野交流館（FAX）0996-58-0815 

・宮之城総合体育館 

・鶴田中央公民館（鶴田教育係） 

・薩摩農村環境改善センター（薩摩教育係） 

※永野交流館はファックスのみ、その他は直接提出 

④参加料  １種目 300円（幼児 200円） 

           ※ゼッケン、保険料含む 

        当日、受付で納めてください。 

【その他】 

①小雨決行（※荒天などで中止の場合は代表者へ連絡します。） 

②記録会での事故は応急処置のみで、一切の責任

は負いません。 

③発熱など体調が悪い選手は参加することはできま

せん。 

※次は、11 月 23 日「勤労感謝の日」にさつまミニ駅伝

大会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あちこち北薩摩スタンプラリー」を実施します！ ～飲食店等を応援～ 

 

案 内 

商工観光ＰＲ課 観光ＰＲ係から 

 

社会教育課 スポーツ振興係から 

「第 13回さつま町ナイター陸上記録会」参加者募集！ 

 

募 集 


